
「施設園芸電気料金緊急支援事業」
のご案内

令和３年８月から令和５年１月の期間の中で、ヒートポンプの使用実績

があり、かつ高圧電力を契約している施設園芸生産者

※ 施設園芸生産者・・・「野菜・果樹・花き」を施設で生産する方

補助対象者

補助内容

募集期間

ヒートポンプを使用した施設園芸生産者の電気料金高騰分を
補助します。（補助率は１０分の１０以内）

※ 補助申請金額の算出方法は裏面をご覧ください。

令和６年2月14日（水）まで ※農林部生産振興課必着

応募方法（交付申請の提出）

農林部生産振興課（花き・果樹・花き・特産担当）までＥ-Ｍailまたは

郵送で2月14日までにご提出ください。

E-Mail：a4130-10@pref.saitama.lg.jp

住所 ：〒330-9301さいたま市浦和区高砂3-15-1

埼玉県農林部生産振興課花き・果樹・特産・水産担当 宛て

提出書類
〇補助金交付申請書（様式第１号）

〇補助金交付申請額算定書（別紙１）

〇暴力団排除に関する誓約書（別紙２）

〇ヒートポンプ・高圧電力使用確認書類、電気使用量・電気料金確認書類（別表２）

mailto:a4130-10@pref.saitama.lg.jp


補助申請金額の算出方法

【問い合わせ先】埼玉県生産振興課（花き・果樹・特産・水産担当）
電話：０４８－８３０－４３８１
E-Mail：a4130-10@pref.saitama.lg.jp

以下の計算式により算出した金額が補助金額になります。

計算式による算出

算定基礎額（①） × 物価上昇率（②） × ６か月電気使用量（③）

① 算定基礎額の計算
令和３年８月から令和４年１月の
電気料金請求額（円)合計÷電気使用量(kWh)合計
＝算出基礎額

② 物価上昇率の計算
令和５年５～１０月の
電気料金請求額(円)合計÷電気使用量(kWh)合計
＝5～10月単価
5～10月単価÷算定基礎額－１＝物価上昇率

③ ６か月電気使用量
令和３年８月から令和４年１月の電気使用量(kWh)合計

詳しくは埼玉県ホームページをご覧ください。

（提出様式はこちらでダウンロードできます。）

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0904/denkiryoukin.html


